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                令 和   年   月   日  

 

令 和  年 度 掲 示 板 設 置 に 伴 う 道 路 占 用 要 望 書  

 

 

 柏 市 長  太  田  和  美   あ て  

 

      要 望 団 体 名                   

      代 表 者 住 所                   

      役 職 ・ 代 表 者 氏 名              ㊞  

 

 令 和  年 度 掲 示 板 設 置 等 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 上 で ， 当 団 体

の 掲 示 板 を 設 置 さ せ た く ， 以 下 の と お り 要 望 し ま す 。  

 

記  

１  掲 示 板 の 設 置 を 要 望 す る 住 所 ・ 場 所 等  

  

２  上 記 の 場 所 に 設 置 し な け れ ば い け な い 具 体 的 な 理 由  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 （ 必 ず 御 一 読 く だ さ い ）  

● 道 路 上 に 掲 示 板 等 の 構 造 物 を 設 置 す る こ と は 法 律 に よ り 禁  

 止 さ れ て お り ， そ の 構 造 物 に よ っ て 通 行 者 等 に 危 害 が 加  

 わ っ た 場 合 は ， 設 置 者 と し て の 責 任 が 問 わ れ る 場 合 が あ り  

 ま す 。  

● 道 路 上 へ の 設 置 を 考 え る 前 に ， 必 ず ， 民 有 地 （ 空 き 地 等 ）  

 及 び 官 有 地 （ 公 園 等 ） へ の 設 置 を 検 討 し て く だ さ い 。  

● 検 討 す る 際 は ， 町 会 ・ 自 治 会 ・ 区 等 の 役 員 及 び 設 置 要 望 場  

 所 の 近 隣 住 民 と 情 報 共 有 を 図 り ， 合 意 を 得 て く だ さ い 。  

● 以 上 の 内 容 を 踏 ま え た 上 で ， 道 路 上 に 掲 示 板 を 設 置 す る 必  

 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は ， 地 域 支 援 課 ま で 事 前 の ご 相  

 談 の 上 で ， 漏 れ な く 要 望 書 を 作 成 し て く だ さ い 。 な お ， 要  

 望 書 は 掲 示 板 １ 基 に つ き １ 部 が 必 要 と な り ま す 。  
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３  上 記 の 場 所 以 外 に 検 討 し た 設 置 場 所 （ 民 有 地 ま た は 官 有

地 ） と ， そ の 場 所 へ 設 置 で き な か っ た 理 由 （ 欄 が 足 り な

い 場 合 は 必 要 に 応 じ て 別 紙 に 記 入 し て く だ さ い ）  

 検 討 し た 設 置 場 所  設 置 で き な か っ た 理 由  
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４  添 付 資 料  

 ( 1 )  道 路 上 に 設 置 す る こ と と な っ た 経 緯 が わ か る 資 料 （ 会 議

録 ， 計 画 書 ， 住 民 意 見 等 ）  

 ( 2 )  設 置 要 望 場 所 の 位 置 図  

 ( 3 )  設 置 要 望 場 所 の 過 去 １ ヵ 月 以 内 の 写 真  

 ( 4 )  設 置 要 望 す る 掲 示 板 の 規 格 ・ 画 像 ・ 構 造 等 が わ か る 資 料  


